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１ 趣旨 

 「世界文化自由都市」を宣言し、誰一人取り残さない「ＳＤＧｓ」への貢献を目指す京都市には、

「優れた文化を創造し続ける永久に新しい文化都市」、「将来にわたって魅力と活気にみちた持続可能

なまち」の実現という高い理想があります。 

この私たちのまち京都の玄関口であり、悠久の歴史と暮らしが今なお息づく京都駅の周辺エリアで

は、「京都市立芸術大学（以下「京都芸大」という。）・市立美術工芸高校」の移転・開校を控えて、

「文化芸術都市・京都」の新たなシンボルゾーンを創出する取組を進めています。 

そして、この京都芸大に隣接する約４，０００㎡の市有地（将来活用地（以下「本件土地」とい

う。））において、ＳＤＧｓの理念の下、民間の知恵と活力を最大限発揮していただき、京都の未来を

創造し、日本・世界に発信する新たな拠点を生み出すプロジェクトに取り組むこととし、令和４年６

月からサウンディング型市場調査を実施してまいりました。 

この度、調査結果を踏まえ、本件土地において、「ＳＤＧｓの実現と文化芸術都市・京都の未来を

共に創造・発信する交流共創拠点」を実現させるため、契約候補事業者を公募することとしました。 

 本要項は、このプロジェクトを実現させるための本件土地の活用について、公募型プロポーザルの

方式により、より良い提案を行う事業者を広く公募し、選定するに当たり、必要な事項を定めたもの

です。 
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２ 本件土地の概要 

 ⑴ 位置図等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
⑵ 特徴 

  ア 京都駅から約５００ｍ 

  イ 「文化芸術都市・京都」の新しいシンボルゾーンを創出する「京都駅東部エリア」に立地し、文

化芸術と若者を基軸としたまちづくりを進める「京都駅東南部エリア」、京都の新しい賑わいを創

出する「京都駅西部エリア」に近接 

  ウ 京都駅と東山の文化ゾーンを繋ぐ東西の「新たな文化軸」と、鴨川や高瀬川といった南北の「悠

久の自然・文化軸」が交差する「文化の十字路」に立地 

  エ 魅力あふれる京都芸大と隣接 

   (ア) 芸術をエンジンに創造的な交差・交流が活発に行われる「テラス」としての大学 

   (イ) 鴨川とつながるようなデザイン、開放的なデザインのキャンパス 
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 ⑶ 基本情報と主な規制概要 

【土地の表示】 

（所在） 

京都市下京区下之町２１番１ほか５２筆（崇仁北部第二地区土地区画整理事業施行中） 

 

（地目） 

宅地 

 

（地積） 

４，００２．１０㎡（仮換地地積） 

 

 

 

 

 

 

 

【公法上の規制等】 

・ 商業地域（指定建蔽率８０％／指定容積率６００％） 

・ 高度利用地区（京都駅周辺地区・Ａ地区） 

・ ３１ｍ第１種高度地区 

・ 防火地域 

・ 都市再生緊急整備地域（京都駅周辺地域） 

・ 都市機能誘導区域、居住誘導区域 

・ 沿道型美観形成地区（幹線地区） 

・ 近景デザイン保全区域、遠景デザイン保全区域 

・ 屋外広告物第５種地域又は沿道型第３種地域、鉄道等に隣接する地域 

※ このほか、京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例に定める「まちづくりの方針」

に適合した計画であることが必要 

【埋蔵文化財の有無】 

周知の埋蔵文化財包蔵地（特別一般遺跡（平安京跡））に該当しています。埋蔵文化財発掘調査が

必要となる場合は、事業者の責任及び費用負担の下で当該調査を実施してください。 

なお、隣接している京都芸大Ｃ地区新築工事において、埋蔵文化財に係る試掘調査を実施してい

ますが、現在のところ発掘調査が必要な状況は確認されていません。 

【土壌汚染の有無】 

土壌汚染が判明した場合は、事業者の責任及び費用負担の下で必要な対策を講じてください。土

壌汚染の原因が本市の責めに帰すべき事由によることが明らかである場合を除き、土壌汚染対策に

係る費用を本市に請求することはできません。 

 なお、隣接している京都芸大Ｃ地区新築工事に当たり、本件土地も含めて土壌汚染の蓋然性に係

る地歴調査を実施し、蓋然性が低いことを確認しています。現在のところ、同工事において、土壌

汚染は確認されていません。 
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【地下埋設物の有無】 

 地下埋設物が発見された場合は、事業者の責任及び費用負担の下で必要な対策を講じてください。

地下埋設物の原因が本市の責めに帰すべき事由によることが明らかである場合を除き、地下埋設物

の除却に係る費用を本市に請求することはできません。 

なお、物理探査等は実施しておりません。 

【その他】 

（現況） 

 更地 

ただし、京都芸大開校までの間（令和５年９月末まで）は、工事及び引越作業用地として使用予

定です。 

 

（仮囲いのフェンス） 

本件土地を仮囲いしているフェンスについては、京都芸大Ｃ地区新築工事終了時には、本件土地

の東側に加え、北側も同様のフェンスで仮囲いする予定です。当該フェンスについて、契約時に譲

渡し、事業者の責任及び費用負担での撤去・処分を想定していますが、詳細については契約候補事

業者選定後の協議とします。 

 

（アクセス） 

 隣接する京都芸大の敷地は、年間を通じて終日開放されます。そのため、塩小路通から芸大通（京

都芸大Ｃ地区内の通路）等を通じて、本件土地に徒歩通行でアクセスすることが可能です。 

 ただし、入試など管理運営上閉鎖することが相当である場合、又は事業者に起因する騒音や管理

上の問題が生じた場合等の対応については、協議のうえ決定することとします。 

 

（既設電柱） 

 本件土地西側に１箇所、南東角に１箇所既設されている電柱は、周辺地域のインフラ供給にも関

与していることから、事業者による活用中も機能を継続する必要があります。 

事業者との契約においては、当該設備の設置部分の土地も含めて事業者への貸付けを行い、本市

が承認したうえで、事業者から関西電力送配電株式会社に転貸していただくこととします。正確な

位置は、事業者において確認してください。 

なお、本件土地内での移設が必要な場合は、事業者の費用負担を前提に、本市及び関西電力送配

電株式会社と協議のうえ、移設の可否について決定することとなります。 

 

 

 

 

 

 

（既設排水管） 

本件土地北西部の排水桝から京都芸大敷地内を通過する既設の排水

系統を存置しています。本件土地内及び京都芸大敷地内に存している同

系統は、下水道本管ではないため、利用される場合は、事業者の責任及

び費用負担の下で維持管理（管内清掃、詰まり時の解消、管や桝の損傷

時の補修など）してください。 

なお、最終桝以降は、京都芸大と共用となります。 
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（西側の建築制限） 

本件土地西側の市道高倉通の維持管理のため、土地境界から３．５ｍの区域は建築等の制限がか

かります。ただし、当該区域においては、屋根等の構造物を必要としない駐輪場等を設置すること

は可能です。詳細については、契約候補事業者選定後、道路管理者（京都市建設局土木管理部南部

土木事務所）と協議のうえ、覚書（案：別紙１）を取り交わします。 

 

３ 応募資格 

  応募資格を有する者は、「４ 募集する活用計画」に示す事業を実施する意思があり、貸付契約の契約

者となる法人で、次に掲げるいずれの要件にも該当しない者に限ります。 

  なお、複数の法人による共同応募も可能ですが、この場合は全ての法人において、当該要件に該当し

ないことが必要となります。 

※ 共同応募を行う場合は、あらかじめ代表事業者を１法人定め、その代表事業者が応募及び各種手続

き、土地の貸付契約を締結することとします。 

※ １法人は、重複して２件以上の応募を行うことができません。 

※ 特定目的会社（ＳＰＣ）等の手法を活用し、新たな法人設置を予定している場合は、事前に本市と

協議を行ってください。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に掲げる者（一般競争入札に係る契約を締結する能

力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第３２条第１項各号に掲げる者） 

⑵ 京都市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等及び同

条第５号に規定する暴力団密接関係者 

※ 応募資格確認のため、京都府警察本部に照会する場合があります。 

⑶ 本件土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の事

務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用に供

しようとする者並びにこれらの者の依頼を受けて本件土地の貸付契約をしようとする者 

⑷ 次に掲げる租税等を滞納している者 

ア 法人税 

イ 消費税 

ウ 本市の市税 

エ 本市の水道料金及び下水道使用料 

⑸ 会社更生法及び民事再生法に基づく更生・再生手続き中の者 

⑹ 代表者、役員又はその使用人が、刑法第９６条の６に規定する公契約関係競売等妨害又は第１９８

条に規定する贈賄に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴

を提起された日から２年を経過しない者 

⑺ 法人又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８条第１

号に規定する私的独占、不当な取引制限の禁止及び一定の取引分野における競争の実質的制限の禁

止に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過しない者 

⑻ その他、本市が契約の相手方として不適当と判断する者 

 

４ 募集する活用計画 

  次に掲げる事項をいずれも満たす計画を募集の対象とします。 

 ⑴ ビジョン 

   「ＳＤＧｓの実現と文化芸術都市・京都の未来を共に創造・発信する交流共創拠点」 

   京都の強みを存分に活かし、多様な人々との出会いや集い、交流を通じて、「文化と経済の好循環」

を実現し、新たな価値を創造・発信し続けるとともに、その効果を京都全体・日本・世界へと波及さ

せ、あらゆる社会課題の解決に繋がる場の創出を目指す。 
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 ⑵ 要件 

 ア ＳＤＧｓの実現 

   本市では、「あらゆる危機を乗り越え、将来にわたって人々がいきいきと暮らせる、魅力と活気

にみちた持続可能な京都のまち」の実現を目指しています。 

    多様な主体が協働し、文化が持つ多様な価値や、京都の強みを活かすことにより、あらゆる社会

課題の解決と、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のあるレジリエントな社会の実現

に繋がる具体的な提案を行ってください。 

（主なイメージ） 

・ 文化を基軸に、経済・社会・環境の融合により多様な取組が生まれ、自律的な好循環で発展し

続けるエコシステム 

・ 京都ならではのレジリエント・シティの実現を目指して、伝統と革新を融合させるなど、あら

ゆる社会課題の解決にチャレンジする担い手を育み、支える環境 

・ 京都に息づく歴史を大切にしながら、国内外から多様な人々を惹きつけ、豊かな未来を「みん

なごと」で創造する「関係人口」の拡大を図るなど、誰もが活躍できる公正な共生社会 

  ・ 京都市ＳＤＧｓ未来都市計画（令和３年１０月策定） 

     https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000291027.html 

 

イ 都市の成長戦略 

本市では、市民、企業、大学など多様な主体による新たな視点や挑戦を通じて、都市の魅力や活

力を市民の豊かさに繋げる「成長戦略」において、時代の潮流と京都の強みを掛け合わせ、新たな

価値を創造する中長期的な都市のあり様を「５つの都市デザイン」として描いています。 

(ア) 文化と経済の好循環を創出する都市 

     本市では、文化が経済価値を生み出し、経済が文化を支えることで、文化への理解が深まり、

広がると同時に、経済が活性化する「アート・エコシステム」の構築を目指しています。   

     京都に根付く文化を受け継ぎ、将来にわたって新しい価値を創造し続けるまちとして、文化

と経済の融合による好循環を創出し、豊かな未来に繋がる具体的な提案を行ってください。 

（主なイメージ） 

・ 文化芸術の担い手が定住・創作・発表する活動基盤の形成と、アート市場の活性化など、

若手をはじめ意欲ある人々の挑戦を支える機能 

・ 文化芸術による多様性や包摂性の醸成などの機能と、その担い手への評価を高めるなど、

「文化芸術都市・京都」のプレゼンス向上に繋がる場 

・ 文化芸術の担い手が企業など多様な主体と交流できる機会を創出するなど、新たな価値を

創造・発信する「カルチャープレナー※」を輩出する環境 

※ 自らの文化や価値観等を起点に、新たな文化を創造することで事業価値を生み出す人（文化

起業家）。 

 

(イ) (ア)以外の４つの都市デザイン 

     本市では、上記(ア)に加えて、「若い世代に選ばれる千年都市」をはじめとする４つの都市デザ

インを掲げています。これら「５つの都市デザイン」のうち、(ア)以外の４つの中から１つ以上を

選び、その実現に繋がる具体的な提案を行ってください。 

（主なイメージ） 

① 若い世代に選ばれる千年都市 

  千年の真理を学ぶまちとして、学生はもとより、若年世代の価値観を捉えた多様な企業を

惹きつけ、職住近接の暮らしや文化的環境・教育的環境が充実し、ソーシャル・アントレプ

レナーといった多様な担い手が活躍できるなど、若い世代に選ばれる未来の千年都市 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000291027.html
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② 持続可能性を追求する環境・グローバル都市 

  環境先進都市として社会を先導するとともに、木の文化都市として京都の都市ブランドを

磨き上げ、脱炭素をはじめとする国際社会で共有される価値観の実現に繋げるなど、多様な

人と企業が集まり、ＥＳＧ投融資を喚起できる都市  

③ 「知」が集うオープン・イノベーション都市 

  大学都市に集積する「知」と市民文化が融合し、社会的企業の育成に取り組むまちとして、

クリエイティブな人々や起業家を生み出し、惹きつけるとともに、多様な主体が培う多数の

「知」が交流・協働するエコシステムを構築するなど、新たな価値を創造し続ける都市  

④ 伝統と先端が融合するデジタル創造都市 

  デジタル技術の活用により、魅力的なコンテンツに気軽に触れ、リアル・バーチャル双方

での投資や流通を創出するとともに、人の出会い・交流・つながりを生み出すなど、誰一人

取り残さない、人間中心の新しい社会「Society 5.0」を実現・発展させる都市 

    ・ 京都市「都市の成長戦略」（令和３年８月策定） 

     https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000296662.html 

 

ウ 理念・効果の波及 

    京都芸大をはじめ、京都駅周辺の多様な資源や将来計画との連動により、相乗効果を高めるな

ど、本件土地のポテンシャルを最大限に活用し、拠点としての理念や効果を京都全体・日本・世界

に波及させる具体的な提案を行ってください。 

（主なイメージ） 

① 京都芸大の機能等を高める開かれた拠点 

開かれた交流の場、居住・滞在施設、カフェテリアやコンビニなど、隣接する京都芸大の機能

向上と、京都で学ぶ学生や文化芸術の担い手の利便性を高める施設を有する拠点 

② 京都駅周辺の各エリアにおける将来計画と連動する拠点 

「文化芸術都市・京都」の新しいシンボルゾーンの核として、京都芸大が開校する「京都駅東

部エリア」、アート複合施設が開業予定の「東南部エリア」、クリエイティブなまちづくりが進む

「西部エリア」の多様な資源や将来計画との連動により相乗効果を発揮する拠点 

③ 本件土地のポテンシャルを最大限に活用した拠点 

  約４，０００㎡の土地を高度に有効利用して、ゆとりある空間を確保し、より多様な主体が複

合的に創造性豊かな活動ができることで、国内外との交流やつながりを活発化させるなど、「世

界文化自由都市・京都」としての魅力を高めることのできる拠点 

 （京都芸大） 

・京都市立芸術大学移転整備基本計画（平成２９年３月策定） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000216984.html 

・学長ステートメント「TERRACE『テラスのような大学』を目指して」（令和４年９月公表） 

  https://www.kcua.ac.jp/statement/ 

  （京都駅周辺の各エリアにおける将来計画） 

・京都駅東部エリア活性化将来構想（平成３１年３月策定） 

     https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000250877.html 

・京都駅東南部エリア活性化方針（平成２９年３月策定） 

     https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000217013.html 

・京都駅西部エリア活性化将来構想（平成２７年３月策定） 

     https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000180451.html 

  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000296662.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000296662.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000216984.html
https://www.kcua.ac.jp/statement/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000250877.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000217013.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000180451.html
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エ 理念・効果の実感 

    本件土地において描く理念や効果が、より多くの市民をはじめとする人々にとって、より身近

に実感できるものとする観点から、拠点の整備や運営において、実際に設え、取り組む内容につい

て、具体的な提案を行ってください。 

（主なイメージ） 

① 地域経済の活性化 

魅力的な雇用機会の創出、市内事業者との連携、市内産品（伝統工芸品、木材、農産物等）の

活用など 

② 京都ならではの文化の継承 

匠の技を持つ職人との連携、生活文化の発展、気軽に文化に触れる機会の創出など 

③ ひとと公共交通優先の「歩くまち・京都」の実現への貢献 

公共交通の利用促進、徒歩によるアクセス性・回遊性の向上など 

④ 安心・安全で快適に暮らし続けられる生活環境 

ユニバーサルデザインの建物設計、防災・減災の機能強化、緑化、再生可能エネルギーの利用

など 

 

 ⑶ 留意事項 

   計画策定に当たっては、次に掲げる事項に留意してください。 

ア 京都芸大及び地域との円滑な関係や調和の確保 

(ア) キャンパス移転後間もない状況にあることも踏まえて、京都芸大及び地域と円滑な関係が構

築できるようにしてください。 

(イ) 京都芸大の意匠との調和を図るなど周辺環境を踏まえつつ、エリアの新たな魅力を形成する

建物となるようにしてください。 

 

  イ 責任ある実施体制の確保 

    複数の事業者等が参画する場合においても団体間の全体調整を適確に行い、本市との窓口は一

本化を図るなど適切な役割分担のうえ、責任ある事業実施及び運営体制を確保してください。 

 

ウ 整備する建物への制約等 

(ア) 建物全体を「共同住宅のみ」、「ホテルのみ」、「オフィスのみ」など単一用途とする整備は不可

とします。 

(イ) 共用部分・空間を充実させるとともに、文化をコンセプトに据えた建物としてください。 

 

５ 活用条件 

活用の方法については、本市から事業者に対し、本件土地を貸し付けたうえで、事業者において、拠

点を整備・運営することを条件とします。 

⑴ 貸付けの範囲 

   本件土地全て（４，００２．１０㎡（仮換地地積）） 

 

⑵ 貸付けの期間 

   ３０年以上６０年以内 
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⑶ 契約の形態 

  ア 土地の貸付けについては、借地借家法第２２条（定期借地権）（期間は５０年以上６０年以内）

又は第２３条第１項（事業用定期借地権）（期間は３０年以上５０年未満）に基づく定期借地権を

設定するものとします。 

  イ 契約期間の終了に当たっては、契約の更新はありません。ただし、本市との協議により、再契約

することがあります。 

  ウ 事業者は本市に対し、借地借家法第１３条の規定による建物その他土地に附属させたものの買

取りは請求できません。 

  エ 事業者は契約期間の満了の日（貸付契約が解除されたときにあっては、本市が指定する日）まで

に、建築物及び工作物について、自己の負担により撤去のうえ、更地の状態にして返還しなければ

なりません。ただし、本市が撤去の必要が無いと認めるときはこの限りではありません。 

 

⑷ 転貸等の禁止 

   契約期間中は、本市との協議において合意した活用計画に基づく利用に供してください。その期

間中は、本市が承認した場合を除き、次の事項を禁止します。 

ア 本件土地の形状又は形質を変更すること。 

イ 本件借地権の他の者への譲渡若しくは転貸、又は本件借地権に対して担保権その他の使用権若

しくは収益を目的とする権利を設定すること。 

ウ 本件土地上の建物（以下「本件建物」という。）等を賃貸し、譲渡し、又は本件建物等に対して

担保権その他の使用権若しくは収益を目的とする権利を設定すること。 

エ 本件借地権を本要項中「４ 募集する活用計画」に規定する目的以外に使用すること。 

オ 本件建物の増改築（軽微なものを除く。）をすること。 

 

 ⑸ モニタリングの実施 

   継続的な事業効果を確保するためのモニタリングとして、関係人口等の稼働状況、事業・取組の実

施結果及び収支決算等を定期的に本市に報告してください。具体的な報告内容については、以下の

内容を基本とし、契約候補事業者選定後、協議のうえ定めます。 

   なお、報告内容については原則公表しませんが、公表が必要な場合は事前に事業者に確認します。 

  ア 拠点・各施設の来訪者数及び関係人口等の稼働状況（月次報告） 

  イ 拠点・各施設の事業・取組の実施結果（年次報告） 

  ウ 拠点の施設別賃料収入等の詳細を記した収支決算（年次報告） 

  エ 各施設の売上高等の運営状況（年次報告） 

 

６ 応募手続 

⑴ 応募方法 

  ア 提出書類及び提出部数 

    「提出書類一覧」（別紙２）のとおり 

    ※ 紙媒体２３部（一部の書類は「１部のみ」もあり）とは別に電子媒体で２部提出してくださ

い。電子媒体の種類はＣＤ又はＤＶＤとし、データはＰＤＦ形式としてください。 

    ※ 提出書類は、できるだけ簡潔で分かりやすいものとしてください。 

 

  イ 提出期間 

    令和５年５月３０日（火）～６月１２日（月） 

    受付時間は、平日の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 
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 ウ 提出方法 

    原則持参に限ります。 

    ※ 提出書類の確認等を行う必要がありますので、来庁される際は、事前に御連絡をお願いし

ます。 

    ※ 持参により難い場合は、御相談ください。 

 

  エ 提出場所 

    「13 提出先・問合せ先」のとおり 

 

⑵ 提出書類の取扱い 

  ア 提出書類の公表等 

    本市は、本件において公表等が必要な場合には、事業者の許可なく提出書類の内容を無償で使

用できるものとします。 

        なお、提出書類は、理由の如何にかかわらず返却しないものとします。 

 

イ 提出書類の変更等の禁止等 

    提出書類については、本市が特に必要と認めた場合を除き、変更、差替え、再提出を認めない

こととします。提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用することで生じる責任は、原則と

して提案を行った事業者が負うものとします。 

 

⑶ 費用の負担 

   応募に関する費用は、全て事業者の負担とします。 

 

⑷ 質疑及び回答 

  ア 質疑者の資格 

    「３ 応募資格」を満たす者とします。 

 

  イ 質疑の方法 

    質疑の要旨を簡潔にまとめ、法人名・担当者名・電話番号等を必ず記載のうえ、期日までに電子

メールにて御提出ください。 

    なお、件名は、【質疑（法人名）】としてください。 

 

  ウ 受付期間及び送信先 

   (ア ) 受付期間 

       ① 令和５年３月１７日（金）～３月２４日（金） 

     ② 令和５年４月１７日（月）～４月２１日（金） 

     ※ 受付期間後に質疑があった場合、必要に応じて回答します。 

 

   (イ)  送信先 

「13 提出先・問合せ先」のとおり 
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(ウ) 回答 

     回答は、次に掲げる日までに京都市総合企画局プロジェクト推進室のウェブサイトに掲載し

ます。ウェブサイトに掲載した回答は、本要項と一体のものとして、同等の効力を有するものと

します。 

     ① 令和５年４月７日（金） 

     ② 令和５年５月１０日（水） 

     やむを得ない事情により回答が遅れる場合は、その旨をウェブサイトに掲載します。 

     質疑に対する回答のほか、本件公募に関して伝達すべき事項を、ウェブサイトに追加で掲載

する場合があります。必ず提出書類の提出までに、ウェブサイトを確認してください。 

 

⑸ 現地見学の実施 

現地見学については、土・日・祝日を除き、随時受け付けていますので、希望する場合は「現地

見学参加申込書」（別紙３）を、電子メールにて御提出ください。調整のうえ、実施日時を決定し

ます。 

   なお、件名は、【現地見学（法人名）】としてください。 

   【申込先】「13 提出先・問合せ先」のとおり 

 

⑹ 基礎資料の提供 

   地歴調査資料等の基礎資料を御希望の方は、法人名・担当者名・電話番号を必ず記載のうえ、電子

メールにて御連絡ください。後日、電子メールにて送付します。 

   なお、件名は、【基礎資料（法人名）】としてください。 

   提供する資料は、事業者が本件公募に際しての検討のために使用する場合を除いて、他の目的で

使用することはできません。 

   【資 料】地歴調査資料、位置図、仮換地関係資料（指定図、公図重ね図、地積証明書、底地証明

書）、街区確定測量図、座標、住宅地図、航空写真、現況写真 

   【申込先】「13 提出先・問合せ先」のとおり 

 

７ 契約候補事業者の選定方法 

  公募型プロポーザル方式により契約候補事業者を選定します。 

⑴ 活用計画の審査 

   事業者から提出された書類を基に、「京都市立芸術大学新キャンパス隣接地（将来活用地）の活用

に係る契約候補事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」において、「審査項目及び審査基

準」（別紙４）に基づき、審査を行います。 

  ア プレゼンテーション審査を行います。日時及び場所については、別途本市から指定します。 

    なお、応募事業者が多数の場合は、選定委員会において、プレゼンテーション審査に参加する事

業者を各審査項目の評価点に応じて選抜することがありますので、その際には、別途その旨を通

知します。 

イ 審査は審査項目（価格評価を除く。）ごとに１１段階（０～１０点）で評価を行います。 

 各審査項目の評価点に重要度に応じて設定した係数を乗じ、各審査項目の得点を算出します。 

    なお、価格評価については、最低貸付料以上の提案に基礎点を付与したうえで、貸付希望価格の

多寡に応じた評価点を得点とします。 

ウ 各委員が採点した合計得点から平均点を算出し、それを各事業者の最終得点とします。 

エ 提出書類の内容が不適当と判断した場合又は各審査項目（価格評価を除く。）において委員の過

半数が不適当（０点）と判断した場合は、当該事業者を失格とする場合があります。 
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⑵ 契約候補事業者の決定等 

   最低貸付料以上の貸付希望価格を提示し、かつ、審査の結果、最高の得点（ただし、１２０点満点

中７２点以上）を獲得した者を契約候補事業者とします。応募事業者が１者の場合でも、その得点が

７２点以上で、かつ、契約候補事業者として適当と認められる場合には、その者を契約候補事業者と

します。 

   契約候補事業者が応募資格を満たしていないことが後日判明した場合や、自ら辞退した場合等に

ついては、次点者を契約候補事業者とします。 

   なお、審査の結果、契約候補事業者を該当なしとする場合があります。 

 

⑶ 審査結果の通知 

   本市は、審査結果の決定後、応募事業者全員に審査結果を通知するとともに、審査の概要（応募事

業者名、契約候補事業者の提案概要、選定委員会講評等）を本市のウェブサイト等で公表します。 

 

８ 契約候補事業者選定後の手続 

⑴ 基本協定の締結 

   契約候補事業者となった者と本市との間で、基本協定を締結します。 

   なお、事業者は、本市との貸付契約の締結に向けて、法令を遵守するとともに、京都芸大及び地域

の理解を得ることに努め、誠実に取り組むものとします。 

 

⑵ 契約締結 

   活用計画や契約金額等について本市との間で合意に達したときは、速やかに貸付契約を締結します。 

 

＜参考＞フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 貸付契約等に係る事項 

⑴ 費用の負担 

   拠点整備、事業実施、拠点運営等に係る一切の経費は、事業者の負担とします。 

   また、本市との協議に必要な経費、公正証書の作成費用その他この契約の締結に必要な経費も事

業者の負担とします。 

 

⑵ 契約不適合責任についての特約 

   事業者は、引き渡された本件土地が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので

あるときにおいても、当該契約不適合を理由に履行の追完、貸付料の返還及び減免、損害賠償の請求

並びに契約の解除をすることはできません。 

 上記にかかわらず、本件土地に本市の責めに帰すべき事由によることが明らかである土壌汚染、

地下埋設物等の存することが判明したとき（本件土地の引渡し後２年以内に申出があったときに限

る。）は、これらの処理に要する費用について、合理的な範囲で本市が負担することとします。 

 

事
業
者
か
ら
の
提
案
募
集 

募
集
要
項
の
配
布 

質
疑
受
付 

提
案
審
査
・
資
格
審
査 

事
業
者
選
定
委
員
会 

契
約
候
補
事
業
者
の
決
定 

基
本
協
定
の
締
結 

契
約
締
結
・
事
業
着
手 



14 

⑶ 土地の引渡し 

   本市は、契約締結後に、保証金の納入を確認したうえで本件土地の引渡しを行います。 

   なお、契約締結前であっても埋蔵文化財や土壌汚染に係る調査等を実施することは可能です。そ

の場合、貸付料の年額を日割りして計算した使用料を負担いただきます。 

 

⑷ 契約解除 

   事業者が次の各号いずれかに該当するとき、本市は催告をしないで本契約を解除し、違約金（貸付

料１年分相当額）を請求することができるものとします。この場合において、事業者は本市に対し、

本契約を解除した日の属する年度の貸付料の返還を請求することができないものとします。また、

本市に違約金を超える損害が生じたときは、その損害の賠償を事業者に請求できるものとします。 

   なお、本市が当該支払いについて期限を指定して督促したにもかかわらず、事業者が当該期限ま

でに支払わないとき、本市は既納の保証金の全部又は一部を当該未払金銭債務に充当することがで

きるものとします。 

  ア 「４ 募集する活用計画」に定める使用目的と異なる目的に本件土地を使用したとき。 

  イ 「10⑵ 保証金」に定める保証金を本市が定める納期限までに預託しないとき。（「10⑵ア 保証金

の額の改定」、「10⑵イ 本市への債務に充当した場合の保証金の追加支払い」の規定により預託す

る保証金にあたっては、納期限から３箇月以上経過しても預託しないとき。） 

  ウ 貸付料の支払いがその納期限から３箇月以上遅滞したとき。 

  エ 「５⑷ 転貸等の禁止」に定める規定に違反したとき。 

  オ 事業者が、貸付契約締結手続のために提出した書類等に、虚偽、錯誤又は遺漏のあったこと（本

市に重大な不利益がないときを除く。）が判明したとき。 

  カ 「３ 応募資格」に定める資格を満たさないこととなったとき。 

  キ その他本契約に定める重要な義務に違反したとき。 

※ 事業者は契約期間の満了の日（本契約が解除されたときにあっては、本市が指定する日）までに、

応募時に提出した活用計画に定める建築物及び工作物について、自己の費用により撤去のうえ、更

地の状態にして返還しなければなりません。ただし、本市が撤去する必要がないと認めるときには

この限りではありません。 

 

⑸ 合意解除 

   本件借地権の存続期間中であっても、天変地異等、事業者の責めに帰することができない事由等

により、「４ 募集する活用計画」に定める使用目的を達成することが困難となったときは、事業者は

本市に本契約の解除を申し入れ、協議のうえ、本契約を中途で解約することができるものとします。 

   なお、本規定により本契約を解除したときには、本市が本件土地の明渡しを受けた日の翌日から

当該年度の末日までの日数に応じて、貸付料の年額を日割りして計算した額を返還するものとしま

す。ただし、当該年度の貸付料が未納であった場合はこの限りではありません。 

 

10 貸付料、保証金及び解体準備金 

⑴ 貸付料 

  ア 貸付料の額の決定 

    貸付料の額は、本市の定める最低貸付料と事業者の貸付希望価格を比較し、高い価格を貸付料

とします。本件借地権の存続期間の開始日が令和７年度以降の場合、「イ 貸付料の改定」を準用し

固定資産税路線価の変動率を最低貸付料に乗じて得られた額と貸付希望価格を比較し、高い価格

を貸付料とします。ただし、貸付料が急激に変動する場合に備え、最低貸付料の５％の増減を上限

とする調整措置を採ることを基本とします。 

    なお、貸付料の支払い義務は引渡しの日から発生するものとし、引渡しの日から当該年度の末

日までの貸付料の額は、その期間の日数に応じ、年額を日割りして計算した額とします。 
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   (ア ) 最低貸付料 

     ２４，７００，０００円／年 

（「(ウ) 公益的な拠点への減免措置」に伴う公益認定を申請する場合：１２，３５０，０００円／年） 

     ※ 本要項及び土地の用途等の諸条件を踏まえて、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に準

じて算出した不動産鑑定評価に基づき、本市が設定しています。 

 

   (イ)  貸付希望価格 

     上記(ア )を最低貸付料として様式３により貸付希望価格（年額）を提案してください。 

 

   (ウ ) 公益的な拠点への減免措置 

     拠点の公益性を更に高め、その実現性を確保するとともに維持継続性を向上させるため、事

業者が希望した場合、申請内容に応じて、本市が減免措置を適用することがふさわしいと評価

（以下「公益認定」という。）した活用計画を対象に減免措置を講じます。詳細は、別紙５を確

認してください。 

 

イ 貸付料の改定 

    貸付料は、本件土地に近接し街路条件が類似している固定資産税路線価※の評価替えにより、評

価替後の固定資産税路線価が公表された日の属する年度の翌年度から、固定資産税路線価の変動

率を従前の貸付料に乗じて得られた額に改定します。 

    なお、最初の貸付料の改定は、令和７年度分の貸付料について行い、その後は３年度ごとに行う

ものとします。 

    また、貸付料が急激に変動する場合に備え、１年度ごとの増減の上限を前年度の５％とする調

整措置を採ることを基本とします。 

    ※ 本件土地に近接し街路条件が類似している固定資産税路線価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 土地面積の訂正による貸付料の変更 

    本件土地は、崇仁北部第二地区土地区画整理事業を施行中（事業期間末は令和８年３月末。延長

の可能性あり）です。現時点では、仮換地指定済みですが、面積確定を後年度に予定しています。

したがって、「２ 本件土地の概要」に記載する面積は、現時点での面積であり、土地区画整理事業

における換地計画策定後に、訂正することがあります。 

    土地面積を訂正した場合は、訂正後の面積に応じた貸付料に変更します。 

    なお、年度途中に面積が確定した場合、当該年度の貸付料を日割りで清算します。 
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エ 貸付料の支払時期等 

    貸付料の支払いは、年額の一括支払いを原則としますが、一括支払いが困難な場合は、年間１２

回を限度として分割納入も可能とします。ただし、契約までに京都市に申請し、承認された場合に

限ります。 

    また、納入期限は、貸付契約の締結日の翌日又は年度の初日から起算して３０日以内です。ただ

し、本件借地権の存続期間の開始日が年度途中の場合の納付期限は、貸付契約の締結日の翌日か

ら起算して１０日以内です。 

 

⑵ 保証金 

   事業者は、貸付契約の締結に当たって定めた貸付料の２年分に相当する額の保証金を支払わなけ

ればなりません。 

   本市は、貸付契約に基づく本市への金銭債務が事業者にあるときは、当該金銭債務の弁済に保証

金を充当することができることとし、事業者はこれに異議を申し立てることはできません。 

  ア 保証金の額の改定 

    貸付料が、改定により当初の額の２倍以上の金額となったときは、保証金の額についても改定

します。 

    事業者は、当初貸付料の２倍以上となった貸付料の２年分に相当する額と既に納付した保証金

の額との差額を追加で支払わなければなりません。また、貸付料が、更に２倍となったときも同様

とします。 

    なお、改定により貸付料が低下した場合は、納付した保証金の額との差額は返還しません。 

 

  イ 本市への債務に充当した場合の保証金の追加支払い 

    保証金の全部又は一部を本市への金銭債務に充当した場合において、これらの事由が生じた年

度の貸付料により積算した保証金の額が本市への金銭債務に充当した後の残余の額を上回ったと

きは、その差額を支払わなければなりません。 

 

  ウ 保証金の返還 

    契約期間が満了したとき、本市が貸付契約を解除したときは、本件土地の明渡しの完了を確認

したうえで保証金を返還します。 

    なお、返還する保証金には利息を付しません。 

 

 ⑶ 解体準備金 

   事業者は、契約期間満了時における建物等の除却費用に充当するための解体準備金を積み立て、

期間満了に先立って十分な金額を確保するものとします。 

 

11 その他 

⑴ 選定委員会委員との接触の禁止 

   契約候補事業者が決定するまでの間、選定委員会委員に対して、本件に関する接触（直接、間接を

問わない。）を禁じます。接触の事実が認められた場合には、失格とすることがあります。 

 

⑵ 契約候補事業者の取消し・辞退 

   貸付契約の締結までの間に、本市の承諾を得ず活用計画の主要な部分を変更するなど、本要項に

違反その他契約候補事業者として著しく不適当と認められる事情が生じたときは、契約候補事業者

の決定を取り消すことがあります。 

   上記及び契約候補事業者が自ら辞退した場合、事業者に対して損害賠償請求を行うことがありま

す。また、本市に対する損害賠償請求、その他一切の請求は認めません。 
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⑶ 使用する言語及び通貨単位 

   本件公募において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限るものとします。 

 

12 スケジュール 

募集要項の配布 令和５年 ３月８日（水） 

質疑の受付期間 令和５年 ３月１７日（金）～３月２４日（金） 

令和５年 ４月１７日（月）～４月２１日（金） 

提出書類の提出期間 令和５年 ５月３０日（火）～６月１２日（月） 

第２回選定委員会の開催 令和５年 ８月上旬頃（予定） 

第３回選定委員会の開催 

（プレゼン審査） 

令和５年 ８月下旬頃（予定） 

契約候補事業者の選定 令和５年 ９月下旬頃（予定） 

基本協定の締結 令和５年 １１月頃（予定） 

貸付契約の締結・土地の引渡し 令和６年度中（予定） 

※ 応募事業者が多数の場合など、スケジュールは変更となる可能性があります。 

 

13 提出先・問合せ先 

  総合企画局プロジェクト推進室（担当：西本・中山） 

  〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所分庁舎 地下 1階 

  電話：０７５－２２２－３９９３  ＦＡＸ：０７５－２１３－０４４３ 

  メールアドレス：project@city.kyoto.lg.jp 
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